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要約 

本稿の目的は、EPA交渉を円滑に進めることである。本稿の結論は、森林再生キャピタ

ルを設立し、林業の国際競争力を向上させることである。 

  

第1章では、まず日本のEPAと林業についての現状整理を行う。日本は積極的にEPA締結

を推進している。しかし、EPA締結交渉過程において国内には鉱工業などの賛成派と農林

水産業などの反対派が混在しており、内容の充実したEPAの早期締結が困難となっている。

この中でも私たちはインドネシアやマレーシアとのEPA交渉で問題となった合板の再協議

を円滑化できる方法を模索した。日本の林業は国際競争力を持っておらず、自由化されると

外材に価格競争で勝てないためにEPA締結に反対している。この林業界が国際競争力をも

てない背景には、供給側の問題と需要側の問題がある。まず、供給側の問題としては、生産

コストと流通コストが高いが故に木材を市場に出しても採算が合わないことである。その原

因は具体的に、1非集約的な森林により生産コストが高い 2木材供給システムの複雑な流

通経路 3造林未済地が多いことである。次に、需要側の問題は国産材の需要が伸びないこ

とである。その原因は、国産材が外材に比べ高いことである。 

次に、先行研究について把握する。本稿では2レベルゲーム理論をEPA交渉の分析に使用

した。その2レベルゲームのアプローチによる貿易自由化に関連する文献には、Grossman 

and Helpman(1995)や、Milner and Rosendorff(1997)、Bailey et al.(1997)、Mansfield et 

al.(2000,2002)、Dai(2002)、KAORU ISHIGURO(2007)、神戸大学石黒馨研究会(2007)な

どがある。上記の英語文献に関しては、米国の国内政治を対象にしたものであり、日本の国

内政治に適用するものとは必ずしも言えない。またIshiguro Kaoru (2007)は2国間の貿易自

由化交渉円滑化への政策提言をしていない。神戸大学石黒研究会(2007)では、上記のような

反対派の圧力のためにEPA交渉が難航しているという事実解決のため、資金・資源供与シ

ステム「EPAファンド」を設立した。しかし、政策提言であるEPAファンドのシステム内

容などが明確ではなかった。このように各先行研究には問題点があるので本稿では、これら

の点を全て改善し、具体性をもった政策提言を論じていく。 

  

第2章においては、2国間における国際政策交渉を分析する上で用いられる2レベルゲーム

理論をEPA交渉の分析に使用した。主要なアクターを国内の交渉代表者、相手国の交渉代

表者、農林水産省、相手国の自動車業界の4者と設定する。EPA交渉反対派である農林水産

省の圧力を下げれば、両国間の交渉可能領域は広がり、相手国の自動車業界も日本側の要求

に譲歩することを説明する。 

  

第3章においては、林業の国際競争力向上を目的に、森林再生キャピタルの設立を提言し、

需要量の増加と供給量の増加に向けた施策を記す。具体的には流通コンサルタント、造林未

済地の管理、低金利住宅ローンの創設である。まず、流通コンサルタントの目的は複雑な流

通組織の簡素化である。その効果は、中間マージンが削減され木材価格が低下し、国産材の

需要が増加すること、また流通コストが下がることで森林所有者にとって採算が取りやすく

なり、供給量も増加することである。次に、造林未済地の管理の目的は現在の山林の有効活
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用である。その効果は、木材を供給していない山林から供給が可能となることによって木材

供給量が増加することである。最後に、低金利住宅ローンの創設である。その目的は、SGEC

認証木材住宅の価格を住宅ローンの金利を下げることによって間接的に下げ、需要を喚起す

ることにより、SGEC認証制度の普及を図ることである。その効果は、認証木材を使用した

住宅の価格が下がることによって起きる認証木材需要の増加である。また、SGEC認証制度

に関する申請数が増え、十分管理された森林が増加することで集約化が進み、生産コストが

下がることで上記同様、採算が合うことにより供給するインセンティブが向上することで、

供給量が増えることである。これら、需要量の増加と供給量の増加が実現することで林業の

国際競争力が向上し、その結果EPA交渉が円滑に行われることをシミュレーションソフト

artisocを使用することによりシミュレーション分析をする。 

 

 また、本稿の特徴は以下の3点である 

①2レベルゲームを使い国際交渉を論じている点 

②政策として森林再生キャピタルを論じている点 

③airtisocを使い政策の効果をシミュレーション分析している点 
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はじめに 

本稿の目的は、EPA 交渉を円滑に進めることである。本稿の結論は、森林再生キャピタ

ルを設立し、林業の国際競争力を向上させることである。 

 

まず、EPA が日本で注目を浴びる背景から述べる。現在、停滞する WTO２体制の中で２

国間協定 EPA３が世界中で注目を浴びている。アジア地域においてはこの流れに遅れていた

が、近年東アジアを中心に締結数が増えつつある。 

 また、日本においても尐子高齢化などの問題から市場縮小や労働力の不足が懸念されてい

ることから、EPA締結により海外市場へ進出が急務となっている。しかし、EPA締結を妨

げる要因が存在する。わが国にはEPA締結交渉過程に推進派と反対派が混在し、それらが

交渉へ影響を与えることで交渉締結を遅らせている。推進派には鉱工業のような国際競争力

がある産業が挙げられ、反対派には農林水産業のような国際競争力がない産業が挙げられ

る。また、我が国のEPA 交渉体制では、交渉段階において推進派の鉱工業と反対派の農林

水産業が同じテーブルにすわることで、さらに交渉締結を難しくさせている。そのため、私

達は反対派である農林水産業の国際競争力を向上させることで、反対圧力を弱め交渉円滑化

を実現できるのではないかと考えた。本稿においては特に林業の国際競争力を向上させるに

はどのような施策が有効かを議論したい。 

 

 林業界が国際競争力をもたない背景には供給側の問題と需要側の問題がある。その事実を

踏まえ、本稿では林業の国際競争力向上を目的に、「森林再生キャピタル」を提言する。そ

の機能は具体的に3つあり、流通コンサルタント、造林未済地の管理、低金利住宅ローンの

創設である。これらの機能により、供給量の増加と需要量の増加を目指す。  

 

次に、本稿の構成について述べる。第1章では、現状分析から問題意識と題し、EPAと林

業の現状と課題を整理した後に問題意識を述べる。第2章では、EPA交渉の分析として、国

際交渉と国内交渉を分析するための理論モデルである2 レベルゲームを紹介し、分析する。

第3章では、EPA交渉円滑化のための政策提言である森林再生キャピタルの概要や機能を述

べた後に、その効果をシミュレーションソフトartisocによってシミュレーション分析を行

う。 

 

最後に、本稿の特徴について述べる。本稿の特徴は以下の3点である。 

① 2レベルゲームにより国際交渉を分析している点。 

② 政策として森林再生キャピタルを提言している点。 

③ artisocを使い政策の効果をシミュレーション分析している点。 

 

 

                                                     
２ 自由貿易協定 
３ 経済連協定/自由貿易協定。以下 EPA とする。 
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第1章 現状分析から問題意識へ 

本章では、まず第 1 節で日本の EPA の現状と課題を整理した後、第 2 節では林業の現状

と問題点を整理する。第 3 節では問題意識を述べ、第 4 節で先行研究について述べる。 

第1節 日本の EPA の現状分析 

1－1 日本の EPA の現状 
日本は戦後、一貫して GATT・WTO 体制を中心とした多角的貿易体制を対外政策の基本

としていた。しかし、他の国々が続々と FTA４を締結する状況の中で、日本も多角的貿易体

制を補完し、貿易自由化や経済活性化を図る目的で、FTA を推進することが重要とのスタ

ンスに転換した。「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」の中で、日本の国際競

争力強化の方策の一つとして EPA への取り組みが挙げられている。そして、日本は「経済

財政改革の基本方針 2008」５で、2009 年始めまでに①EPA 締結国・地域を 12 以上にする

②2010 年に貿易額の 25％を目指し、質の高い経済連携の加速に取り組むとしている。日本

は、モノの貿易だけでなく、サービス・投資、人の移動、政府調達、知財、競争、ビジネス

環整備、協力を含む FTA より包括的な EPA６を積極的に推進しており、締結相手国として

は、東アジアの国々が中心となっている。現在の日本の EPA 締結国は 8 ヶ国 1 地域７であ

り、そのうち 5 ヶ国が東南アジアの国々である。また、締結国との貿易額のシェアは 14.8％
８である。 

1－2 日本の EPA の課題 
貿易自由化や経済活性化のために、現在の日本にとっては、EPA は必要不可欠のもので

あり、これらの効果を最大限に生かすためには、内容の充実した EPA の早期締結が重要で

ある。しかし、現状としてはその実現が困難なものとなっている。 

 我が国には EPA・FTA 締結交渉過程において推進派と反対派が混在しており、それらが

交渉過程において影響を及ぼすことで、交渉締結を遅らせている。推進派としては、EPA

により輸出が拡大することで利益が増えると考えられる日本が国際的に比較優位を持つ産

業である。具体的には、自動車産業や電子機械産業、鉄鋼産業が挙げられる。反対派として

                                                     
４ FreeTradeAgreement（自由貿易協定）特定の国や地域の間で、物品の関税やサービス貿易の障壁等を

削減・撤廃することを目的とした協定。 
５ 外務省経済局（2008．10）「日本の経済連携協定（ＥＰＡ）交渉－現状と課題－」08/11/14 最終アクセ

ス http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/pdfs/kyotei_0703.pdf 
６ EconomicPartnershipAgreement（経済連携協定）FTA を主要な内容として、水際及び国内の規制や各

種経済制度の調和等、幅広い経済関係の強化を目的とした協定。 
７ シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、フィリピン、ASEAN 
８（2008．10）「日本の経済連携協定（ＥＰＡ）交渉－現状と課題－」 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/pdfs/kyotei_0703.pdf


ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008 

 8 

は、EPA により安価な製品の輸入が増加することで、国内市場が圧迫される国際競争力を

持たない農林水産業のような一次産業である。 

実際、日本とシンガポールとの EPA 締結の際、両国には競争力のある農林水産業が存在

しておらず、当初からこの分野は交渉のテーブルには上がらないままに交渉は円滑に進んだ。

しかし、例えばインドネシアやマレーシアとの EPA 交渉においては、日本が比較優位を持

たない林業分野の合板については交渉が難航し、関税撤廃はなされず、5 年後の再協議の扱

いとなった。このことにより、日本が比較優位を持つ産業である自動車産業や電子機械産業

分野において相手国の譲歩を十分に引き出すことが出来ず、関税削減や関税割当にとどまり

関税撤廃は実現されなかった。 

 このように、EPA 締結により恩恵を受ける分野と不利益を被る分野との間での利益の大

きな不均衡が依然として残されたままであることが交渉を難航させている日本国側の問題

である。故に、EPA 反対派側の交渉過程における圧力を低下させることが課題である。そ

のためには、反対派側産業の構造改革を行い、国際的な競争力をつけることが非常に重要と

なるのである。日本は東アジアの国々との 2 ヶ国間ＥＰＡを積極的に推進していくことを

明確にしている９が、東アジアの国々は 1 次産業の発達している発展途上国が多く、日本の

農林水産分野の競争力強化は必要不可欠である。 

EPA 反対派として挙げられるのは、日本が国際競争力を持たない 1 次産業の農林水産分

野である。その中でも本稿では、林業分野に焦点を当てて政策提言を考えてみたい。前項で

も述べたように、日本はインドネシアやマレーシアとの EPA において交渉は難航した。そ

の原因は、日本側の合板分野が国際競争力を持たないからであり、EPA 締結により安価な

インドネシアやマレーシア産の合板の輸入が増加することで、国内市場が圧迫されるからで

ある。結果として合板に関しては、5 年後の再協議扱いとなった。本稿では、インドネシア

やマレーシアとの合板分野を含む EPA 再交渉を問題にしている。両国とのより充実した

EPA を目指すならば、林業分野での国際競争力強化は不可避である。 

 

 

第 2 節 林業の現状分析 

2－1 林業の現状 
 
まず、日本の林業経営の現状について、兵庫県森林組合連合会へのヒアリング調査(2008

年 6 月 20 日実施)の結果をもとに論じる。現況として、植林から伐採までの長期にわたる

投資に見合った収入を得ることが困難なため、林業経営意欲の低下が進んでいる。また各地

では適切に管理されていない森林が数多く見受けられ、林業従事者の減尐・高齢化も進んで

いる。このような状態が続けば、森林を支え、管理する上での根本的な基盤が失われる可能

性があり、森林の有する多面的機能の発揮に支障をきたすことが危惧されている。 

次に、日本の木材供給システムの現状について、北はりま森林組合へのヒアリング調査

(2008年 9月 29日実施)の結果をもとに論じる。木材供給システムの中での主なコストは「伐

採コスト」と｢流通コスト｣である。「伐採コスト」は大きく「機械コスト」「労働コスト」「作

業道造成コスト」の 3 つに分けられる。北はりま森林組合の資料によると、機械コストは

１台あたり 1500 万円、労働コストは１日あたり１人 13450 円、作業道は１m あたり 5000

円かかっている。 

日本は世界有数の森林国であり、国土面積全体の 66.8％を森林が占めている。平成 7 年

から平成 14 年で日本の森林の蓄積量１０は年平均 6400 万立方メートルの増加をしている。

                                                     
９外務省経済局（2008．10）「日本の経済連携協定（ＥＰＡ）交渉－現状と課題－」 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/pdfs/kyotei_0703.pdf  08/11/17 最終アクセス 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/pdfs/kyotei_0703.pdf
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また、日本の用材の総需要量１１は平成 18 年時点で 8679 万立方メートルである。それにも

かかわらず、現在国内の国産材利用率は約 20％１２にとどまっている。80％が外国からの輸

入材に頼っており、国内の人工林資源が有効に活用されていないというのが現状である。こ

れは、日本の森林整備の遅れ、例えば木材の流通整備が進んでいないためであり、またそれ

故に、必要なところに木材供給が間に合わず、国内の需要と供給がつりあっていないという

現状がある。 

 
 

2－2 林業の問題点 
  

日本の林業は国際競争力のない現状にあるが、これは、国産木材が外国産木材に比して価

格が高いという理由による。この現状の背景には、細分化された多段階の流通構造を有する

木材供給システムの存在がある。原木伐採から木材供給に至るまでにコストが嵩み供給コス

トが高くなってしまうのである。例えば、林ベニヤ産業(2008 年 6 月 13 日訪問)の資料によ

ると、2008 年 5 月時点での国産の合板卸売価格は 988 円であるが、輸入品の価格は 950 円

であった。前項で述べた現状が改善され、林業界が活性化し、国内の原木を用いた木材製品

が競争力のある価格で安定した供給量を実現できれば、国際競争力が向上し、EPA 反対派

としての林業界の圧力を低下させることが可能である。 

 林業の問題点として需要と供給の 2 つの観点から見てみたい。これらの問題を解決すれ

ば林業の国際競争力を向上させることが可能であると考えられる。 

１）需要サイドの問題点 

 林業の第 1 点目の問題点として需要量が過尐であるという点が挙げられる。木材の需要

が尐ない理由は、つまるところ木材価格が高いという点にある。国産材よりも外国産木材の

価格が安いという現状であり、この問題解決のためにも前項で述べた木材供給システムの改

善が望まれる。このシステムの問題点により、需要者ニーズに十分対応できない現状なので

ある。この点は次の２）で詳しく述べたい。また、木材の需要が最も高いのは建築の現場で

あり、この分野において消費者（住宅購入者）がより安い価格で住宅を購入できるような仕

組みやシステムが必要であると考える。 

２）供給サイドの問題点 

 林業の第 2 点目の問題点として木材供給量が過尐であるという点が挙げられる。需要が

いくら増加しても、その量に供給量が追いつかず、需要に対して常に供給不足という状況で

は意味がない。供給量の尐ない理由は 2 点挙げられる。1 点目は、既存の木材供給システム

では、市場競争力のある価格を付けられず、採算が合わないからである。2 点目は、日本国

内の森林を有効に利用できでいない状況にあり、競争力のある価格をつけられないからであ

る。 

 まず、1 点目から述べたい。既存の木材供給システムの問題点は、以下の 2 点である。 

①非集約的な森林 

②複雑な流通経路 

 ①は、現在の木材供給システムについて、木材生産面の問題点を示している。現在の日本

の森林の所有形態は小規模な所有形態であり、非集約的な状況にある。この現状の下では、

                                                                                                                                                         
１０ ミロモックル産業株式会社 「間伐材を利用する理由」http://www.miro-mocle.com/forest.html 

08/11/17  最終アクセス 

高知県における森林組合実態調査 http://miro-mocle.com/forest.html 08/11/14 最終アクセス 
１１ 林野庁企画課（2007．9）「木材需給表」 

 http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kikaku/pdf/070928.pdf 08/11/14 最終アクセス 
１２林野庁企画課（2007．9）「木材需給表」 

 http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kikaku/pdf/070928.pdf 08/11/14 最終アクセス 

 

http://www.miro-mocle.com/forest.html
http://miro-mocle.com/forest.html
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kikaku/pdf/070928.pdf
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kikaku/pdf/070928.pdf
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森林を適切に管理する際に不可欠な作業道が、所有権の問題のため自由に整備することがで

きない状況となっている。また、作業道が未整備であると、作業道を通して高性能林業機械

を導入するこが非常に困難となり、そのために、人件費を削減することが困難となってしま

っている。このことにより、伐採コストが高くなり、生産コストが高くなってしまう現状に

あり、採算が合わず供給量が尐なくなってしまう。また、森林が非集約的であると散発的な

出材しかできずコスト高につながり供給量や原木価格が不安定化してしまうのである。こう

したことから、伐採コストを減尐させるために森林の集約化が必要だと考えられる。集約化

とはこうした状況を改善するために、何人かの森林所有者を取りまとめて間伐し、効率的に

作業道を整備し、高性能林業機械が導入しやすくなり収益が上がりやすくなることである。

兵庫県木材供給センターの場合１３、当センターの木材供給センター構想によると、森林の

集約化を実施することで、高密な作業道が整備され、高性能林業機械導入によるコスト削減

の結果、工場着原木価格が 12000 円から 11200 円に削減できるとしている。よって森林を

集約化することは生産コストを減尐させるといえる。 

②は、現在の木材供給システムについて、流通面の問題点を示している。この既存の供給

システムは、原木の伐採から木材の供給に至るまでに、市場や業者が多く存在し、流通経路

が細分化され多段階の流通構造となっている。市場を通すことで、価格が変動したり、規模

需要に対応困難な状況となったりしてしまう。また、複数の情報が分断され小規模生産の工

場が多いため、流通コストが高くなってしまう。このため、最終生産材の価格が高くなり、

国際競争力のある価格を実現できないのである。この現状の問題の解決のためには、現在あ

る木材供給システムを川上から川中を経て川下に至るまでの流通経路を一体化し簡素化す

る必要があると言える。 

以上のことから、森林の集約化と流通組織の簡素化の必要があると結論付けられる。 

次に、木材の供給量が過尐である理由の 2 点目について述べたい。日本国内の森林を有

効活用できていないというこうとであるが、現在の日本には、森造林未済地１４が多く存在

している。林野庁によると、2003 年度と 2006 度にはおよそ 2.5 万 ha、1.7 万 ha に及び、

北海道、九州、東北など収穫期を迎えた人工林の多い地域に広がっていることが明らかにさ

れている。造林未済地が発生する背景には、林業の採算性悪化や鳥獣被害の増加などに伴う、

造林意欲の低下があるとみられている。これらの森林を適切に管理すれば日本の原木供給量

の余力が高まり、良質な原木の供給量増加が可能となる。 

 

 

第3節 問題意識 
 日本は現在EPAを積極的に推進している。その日本が、東アジアの国々との、内容の充

実したEPA早期締結のためには、EPA反対派である農林水産分野の競争力を上げ、EPA締

結交渉の圧力を下げることが不可欠である。その中でも、私たちは林業分分野に焦点を当て

たい。林業分野には、インドネシアやマレーシアとのEPA締結において交渉難航点となっ

た合板産業が含まれる。本稿では、インドネシアやマレーシアとの合板分野を含むEPA再

交渉を問題にする。日本の林業の国際競争力が向上し、両国とのEPAにおける反対派の圧

力が弱まれば、より実りの多いEPAとなり、日本と締結国双方により利益が見込まれる。 

日本には、国内の年間総需要量の多くをまかなえる森林蓄積量かあるにも関わらず、現在

国内の国産材利用率は上記のように約20％にとどまっている。こうした現状を改善するた

めにも、需要と供給の両面から林業の課題を解決しなければならない。具体的には、森林の

                                                     
１３兵庫県 HP「県産木材供給センター構想 」 

http://web.pref.hyogo.lg.jp/af13/af13_000000019.html 08/11/16 最終アクセス 
１４皆伐された人工林跡地のうち再び造林されずに放置されているものを指す。統計上は、「造林未済地」として、人工

林伐採跡地のうち伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して 3年以上経過しても植栽等の更

新が完了していないものと定義づけられている。 

http://web.pref.hyogo.lg.jp/af13/af13_000000019.html
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集約化、供給システムの簡素化、森林未済地の有効活用である。これらの解決のための政策

提言は、第3章に譲る。 

次に、本稿を論じるに当たって参考にした先行研究について述べたい。 

 

 

第4節 先行研究 
本稿では、第 3 章で提言される政策により、林業の国際競争力が向上し、それにより EPA

の反対勢力である林業界が EPA 交渉に譲歩すると考えている。そこで第 2 章では、それま

での過程を 2 レベルゲームによって分析する。本節では、その 2 レベルゲームを用いた先

行研究を紹介し、その問題点、改善点を提示している。 

 

 2 レベルゲームのアプローチは、Putnam(1988)によって提起され、その後 Evans et  

al(1993)によって国際政治経済の多様な領域に適用可能であることが示された。このような

アプローチによる貿易自由化と国内政治に関する文献には、各産業の政治献金と交渉結果と

の関係を分析する Grossman and Helpman(1995)や、政府と議会の選好の乖離と交渉結果

との関係を問題にする Milner and Rosendorff(1997)、Bailey et al.(1997)、Mansfield et 

al.(2000,2002)、Dai(2002)などがある。国内交渉は、前者では政府と各産業の間で行われ、

後者では政府と議会の間で行われる。これらの 2 レベルゲーム分析の問題点としては共に、

米国の国内政治を対象にしたものであり、日本の国内政治に適用するには必ずしも十分では

ないことが挙げられる。 

 

 Ishiguro Kaoru(2007)は、上記の先行研究同様 2 レベルゲームによる分析をしている。

大きく評価する点としては、上記の先行研究とは異なり、日本の国内政治を対象にしている

という点である。しかし、Ishiguro Kaoru (2007)では 2 国間の貿易自由化交渉円滑化への

政策提言をしていない点が問題点として挙げられる。 

 

上記の先行研究の問題点を改善した論文として、神戸大学石黒馨研究会(2007)「円滑な

EPA 交渉を目指して」がある。同研究会の研究によると、本稿の第１章でも述べたように、

EPA 締結交渉過程には、EPA により安価な農林水産物の輸入が増加し国内市場が圧迫され

ると考えられる農林水産業のような競争力のない産業である反対派が存在しており、交渉が

難航している。そこで、円滑で早期締結な交渉を行うためには、反対派である農林水産業部

門の競争力を上げ、FTA/EPA 締結交渉の圧力を下げることが必要であるという結論に至っ

ている。その方策の一つとして「EPA ファンド」という資源供与制度を提言した。 

この制度の目的は、FTA/EPA 締結による利益が低いもしくは、締結により不利益を生む

農業に対して、FTA/EPA締結による利益が大きい鉱工業から資源の提供を行うことにより、

農業の国際競争力を漸増し、FTA/EPA 締結への反対圧力を減らし、FTA/EPA を早期締結

に向かわせることである。「EPA ファンド」の制度内容は、大きく分けて 2 点挙げられる。

1 つ目は、FTA/EPA を締結することによって利益を得る鉱工業を中心とする推進派による、

締結することにより損害を受ける農業のような反対派への「低利融資」という資金供与。2

つ目は、ヒト・モノ・情報といった資源供与というものである。 

 この先行研究の興味深い点として、1 点目は EPA ファンドを適用すると推進派の鉱工業、

反対派の農業ともに利益を得ることができる点がある。鉱工業側は FTA/EPA による利益と

ともに、資源供与という農工間の交流によりメリットが得られることになる。農業側は低コ

ストの資源が提供される、加工などの高付加価値化といったメリットが得られる。２点目は、

FTA/EPA の交渉円滑化のために農業の国際競争力向上が必要であるという点が挙げられ

る。 
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しかし、政策である「EPA ファンド」には数多くの興味深い点があったが、システム内

容に具体性が見受けられなかった。具体的にどのような具体性が見受けられなかったかを 2

点述べる。1 点目は先行研究の EPA ファンドはその運営者が明確になっていなかった点。2

点目は EPA ファンドのシステム内容である、資金供与・資源供与の目的が明確になってい

ない点が挙げられる。 

次に神戸大学石黒馨研究会(2007)の改善点として 3 点挙げる。1 点目は「ファンド」から

「キャピタル」に名称を変更した点。組織の機能を資金提供という面以外にも、造林未済地

の管理権を森林所有者から民間企業や森林組合に委託する、現在の細分化している木材流通

システムを簡素化に導く第 3 者としての機関として機能するなど、本稿ではファンドとし

ての機能にキャピタルとしての機能を加えた。キャピタルの具体的な機能については第 3

章で取り上げる。2 点目は本稿の政策提言として掲げる「キャピタル」の運営者を明確にし

た点。運営は、素材生産業者や製材・製造業者など木材の流通に関与している林業関係者と

する。3 点目は EPA により利益を得る鉱工業などの推進派が不利益を被ると考えられる反

対派に対し、資金を提供するインセンティブを追加した点である。これも具体的には後の第

3 章で述べるため、本節では以下に簡単に述べていく。インセンティブは 3 つある。1 つ目

は先行研究同様、資金提供により EPA が早期締結に向かい利益が拡大すること。例えば、

EPA が締結されれば、鉱工業分野は自動車部品や鉄鋼などの関税が下がり利益を得ること

ができる。2 つ目と 3 つ目は本稿で新たに追加した点である。2 つ目は、環境報告書に記載

することで企業の CSR に貢献できることである。例えば、トヨタ自動車株式会社では CO2

削減活動などを CSR 活動として環境報告書に記載している。3 つ目は節税対策である。森

林再生キャピタルと出資企業の間に公益信託を挟むことによって、出資することが課税利益

額を下げ、法人税が下がるというシステムとなっているのである。 

 

 

本稿は、上記の先行研究全ての問題点を改善したものであり、2 レベルゲーム分析では日本の

国内政治を対象にし、政策提言を具体化した。 
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第2章 EPA 交渉の分析：2 レベルゲ

ームによる分析 

二国間での国際政策交渉の理論モデルを考えるに当たり、Robert.D.Putnamによって開

拓された2レベルゲーム分析を行うことにする。次章で提言される政策により、林業界の

EPA交渉に対する反対勢力が下がり、EPAが早期締結されやすくなる課程を説明する。 

 本稿では、日本のEPA交渉で課題となっている合板に焦点を当てているため、日・マレー

シアEPA１５を例にとり説明していく。 

 

第1節  EPA 交渉の 2 レベルゲーム分析 

1－1  2 レベルゲームの概要 
まず、国際政策交渉を、国際交渉と国内交渉との2つのレベルに分け、双方を同時に分析

する（図2.1参照）。レベル1においては、国内代表者が国際交渉の場で相手国との国際合意

を求めて交渉を行う。レベル2においては、国内交渉における国内批准の場であり、レベル

1で合意に至った内容を国内構成員が承認するかどうかを決定する。この国内の批准は、国

際政治と国内政治を繋ぐ重要なリンクであり、このつながりのために国際政策交渉は国家間

の利得配分だけではなく、国内構成員同士の利得配分にも同時に影響する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
１５ これまで日本が締結してきた EPA のうち、インドネシア、ブルネイ、メキシコ、フィリピン、タイ、シンガポール、

ASEAN との EPA でも合板は再協議や除外の対象を受けたが、ここでは、日マレーシア EPA を例に考えていく。 
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国内代表者 

 
国内構成員 

レベル 2 

国内交渉 

レベル 1 国際交渉 
 
国内代表者 

 
国内構成員 

自国 相手国 

図2.1 国際政策交渉の2レベルゲーム 

石黒（2007）を参考に筆者作成 

 

 

1－2 主要なアクターとその利得関数 
日マレーシアEPA交渉の２レベルゲームで登場する主要なアクターとしては、日本の交

渉代表者(G)、マレーシアの交渉代表者(MG)、国内構成員として、経済産業省（O）、農林

水産省１６（I）をあげる。国内代表者は主に首相や大統領である。しかし、実際に交渉する

のはそれらの意向をうけた担当大臣や官僚のような交渉代理人が行う。国内構成員は国際交

渉に直接関与しないが、交渉代表者に圧力をかけることによって国際交渉の結果に影響を及

ぼす。 

経済産業省(O)はEPA推進派の、農林水産省(I)はEPA反対派の代理人として行動し、日本

政府の交渉代表者(G)は両者の意向を受けながら交渉に入る。各アクターは消費者や国内産

業をはじめ、国内の多様な構成員の要求を満たしながら、日本とマレーシアとの間の関税削

減に向けて交渉する。現状として、日本政府は、農林水産省の意向を重視し、保護関税政策

を行っていた。しかし、近年の小泉政権以降、EPAを推進してきたことも分かるように、

経済産業省側の自由貿易促進派にやや傾いている。 

つまり、交渉代表者はレベル1において交渉の提案権を持ち、合意された内容にたいして

国内構成員が拒否権を持つといった形になる。交渉代表者は相手国の交渉代表者と国際交渉

を行うが、自国の国内構成員のことも考慮に入れながら交渉に入らざるを得ない。 

 

1）国内代表者の利得関数 

各アクターの利得は国内の政治的支持率であり、それぞれのアクターは政策変数１７の最

適水準と現実の水準との差を最小化することに行動するとしよう。 

                                                     
１６ マレーシアの国内構成員（主に自動車産業界）は交渉代表者と同じものとしてみなす。 
１７ EPA 交渉の際の政策変数は、主に関税率である。以後政策変数を関税率と置き換えて考えていく。 
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日本政府の交渉代表者（G）、経済産業省（O）、農林水産省（I）、マレーシア政府の交渉

代表者（MG）の利得関数を損失関数によって示したものを以下のように表す。t,t*はそれ

ぞれ自国、外国の輸入関税率であり、Uは各アクターの効用関数である。 

 

UK(t,t*)=-(t-tK)2-(t*-t*K)2    K=G,MG,I,O 

UG(t,t*)=γUI(t,t*)+(1-γ)UO(t,t*) 

tG=γtI+(1-γ)tO 

 

t. t*はそれぞれ自国と外国の現状の関税率であり、tK, t* K*はそれぞれ自国と外国のアク

ターが理想とする関税率である。理想としている関税率が、現状のものから乖離していると

政治的支持率が低下する。各アクターはそれを防ぐために掲げた理想に近づこうと、現状を

設定する。 

日本政府の交渉代表者も官僚当局も、外国への輸出関税撤廃を望むとし、t*G=t*O=t*I=0

とする。同様に、マレーシア側もそれぞれ日本への輸出関税撤廃を望むとし、tMG =0とする
１８。つまり、すべての主要なアクターは、自国の保護するべき産業は保護したいと考え、

強い産業に関しては関税をなくして輸出を促進したいと考えている１９。それぞれ最適な関

税率の組み合わせは、(tG,0),(tO,0),(tI,0),(0,t*MG)であり、その点によって政治的支持率を最

大化できる。現実の関税率が最適な関税率より乖離すればするほど、それだけ各アクターの

政治的支持率は低下する。 

 またγは農林水産省の政治的圧力を測ったものである。γが大きければ、日本政府は農林

水産省を重視し、提示する関税率も農林水産省を考慮した値をとる。またγが小さければ、

経済産業省を重視し自由貿易を選好する。 

  

                                                     
１８ ここでは簡略化のため、各国のアクターは自国の関税率への理想点だけしか考えないとし、t*G=t*O=t*I=0, tMG= 0

としている。相手国への関税率に関して理想点は持たない。石黒（2007）でもそのような仮定をおいている。 
１９ 日本の弱い産業は農林水産業、強い産業は自動車、電器、鉄鋼産業など鉱工業である。それゆえ、農林水産省と経

済産業省との間で EPA 交渉において対立しているのである。 
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 図2.2 主要なアクターの利得関数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石黒馨（2007）を参考に筆者作成 

1－3 交渉締結条件  
交渉締結条件を述べていくにあたって、5つの項目を順に説明していきたい。それらは、

アクセプタビリティーセット、ウィンセットと交渉可能領域、契約曲線、提案権、そして、

GATT24条契約曲線である。 

 前項で述べたように各アクターが考える最適な関税率の組み合わせは以下のようにな

る：日本の交渉代表者（tG,0）,経済産業省(tO,0),農林水産省(tI,0),マレーシア政府の交渉代

表者(0,t*MG)。それらを考慮にいれて5つの項目を考えていく。 

 

1) アクセプタビリティーセット 

アクセプタビリティーセットとは日本の交渉代表者が受け入れ可能な合意の集合のこと

であり、日本の交渉代表者の理想点と現状で決定される。図2.3 では理想点(t G,0)を中心に

現状を表す点N を通る無差別曲線IAの内側となる。 

2) ウィンセットと交渉可能領域 

ウィンセットとは国内構成員の受け入れ可能な合意の集合であり、国内構成員の理想と現

状で決定される。図2.3 では理想点(tI,0)を中心に点N を通る無差別曲線I I の内側となる。

またウィンセットの内側が交わった領域が交渉可能領域である。日本の農林水産省のウィン

セットは無差別曲線IIの内側にあり、マレーシア政府のウィンセットは無差別曲線IMGの内

側にある。両者の内側が重なる領域が日マレーシアEPAの交渉可能領域である。 

3) 契約曲線 

N(ナッシュ均衡：現状) 

 

0 

tMG* 

t* 

(日本政府の 

最適政策変数) 
(国内構成員の 

最適政策変数) 

tG tI 

（マレーシア政府

の最適政策変数) 
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契約曲線とは両国の交渉代表者が実際に交渉される点の集合であり、図2.3 では(t G,0)と

(0, t*MG*)を結んだ線となる。国際交渉はこの交渉可能領域内にある契約曲線上の点で合意

される。交渉可能領域内かつ契約曲線上で合意内容が至れば効率的に交渉がなされている。 

4) 提案権 

合意される点を決定するのが提案権であり、この提案権が自国にあれば、図2.3 中の点a 

で合意が行われ、逆に相手国にあれば点a*で行われる。 

5)GATT24条制約曲線２０ 

EPA交渉が成立するためには、2国間のコンセンサスをとるだけでなく、GATT第24条で

FTA（EPA）として容認されなければならない。GATT24条の制約曲線は図2.3の太い実線

で示しており、この内側の領域に合意内容が至っていなければ、FTA（EPA）として国際

法上認められないとする。 

 

図2.3 交渉締結条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石黒（2007）を参考に筆者作成 

 

 

1－4 農林水産省の政治的圧力低下による影

響 
 現状の交渉状況は図2.4中に記されている。日本とマレーシアとの政府間でEPAが合意内

容に至ったとしても、最終的に日本の国内構成員である農林水産省が批准しなければEPA

交渉は成立しない。それゆえ、農林水産省とマレーシア政府の最適関税率を現状のナッシュ

均衡（点N）とし、その点を現状として日本とマレーシア間で関税削減交渉をするとしよう。 

現状のままであると、交渉可能領域内に日本の交渉代表者の効用を最大化にする点tGが入

っておらず、GATT24条制約曲線内とも交わっている領域が尐ない。つまり、農林水産省の

政治的圧力があるがために、日本にとってEPAが最良の条件となっていない。第3章による

                                                     
２０ GATT 第 24 条では、FTA 締結の条件として、「①90％以上の関税撤廃、②特定分野（農業）の一括

除外は禁止、③関税撤廃は例外を除き 10 年以内」  を挙げている。 

IMG 

tG tI IA 

a* 

a 

N 

提
案
権 

t*MG* 

II 

交渉可能領域 

契約曲線 

ウィンセット 

tO 

GATT24 条 

制約線 
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政策提言で日本の林業の国際競争力が向上すると、交渉可能領域が広がりEPAが締結しや

すくなることを以下説明する。 

 まず農林水産省の効用関数は以下の通りであった。 

 

UI(t,t*)=-(t-tI)2-t*2   

  

日マレーシアEPAでは農林水産省分野で合意内容に至っていない項目が残されていたが、

そのうちの合板の関税率をdとしよう。私達の政策により、合板の関税率分dの撤廃が実現

すると、農林水産省最適関税率も低下(t→t*)し、以下のようになる。 

 

  UI(t,t*)=-{t-(tI-d)}2-t*2  (tI’=tI-d) 

 

図2.4農林水産省の圧力低下の影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中裕二・板木雅彦編(2008)をもとに筆者作成 

 

すると農林水産省の最適関税率がdの分だけ左にシフトし(tIからtI’)、同時にナッシュ均

衡もNからN’に、農林水産省のウィンセットもtI’を中心とするN’を通る無差別曲線II’へ、マ

レーシア政府のウィンセットも無差別曲線IM’へと変わる。 

現状においては交渉可能領域が契約曲線上、GATT24条制約曲線内にない状況であった

が、農林水産省の提示する最適関税率が尐しでも下がると、交渉可能領域は広がり、交渉可

能領域内に契約曲線を納めることができる。日本側に提案権があるとすれば、日本政府は最

も効用の高い、tGを提案することができる。つまり、日本にとってより良い条件の合意内容

に至ることができる。 

 

以上2レベルゲームによって、EPA交渉を説明してきた。次章では農林水産省の最適関税

率を下げるために必要となる、林業の国際競争力向上への具体的な政策を提言する。 

 

交渉可能領域 

N N’ 

tM * 

t* 

tF* 

tG 
tO tI’ tI 

 

II 

d 

IM 

II’ 

IM’ 
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第3章 政策提言 

第 2 章の EPA の 2 レベルゲーム分析では林業界の政治的圧力が低下されることによって

EPA 交渉が円滑化したことを説明した。第 3 章では林業界の政治的圧力を低下させるため

の具体的な政策を提言する。 

EPA 締結には、EPA により利益を得る鉱工業などの推進派と不利益を被ると考えられる

林業などの反対派が存在することにより、交渉が円滑に進んでいないのが現状であった。ゆ

えに EPA 早期締結の実現には、この反対派の勢力を弱める必要があり、その手段としてこ

の反対派の国際競争力を高めることを提示する。 

 反対派の国際競争力の強化は、EPA 交渉において、両国が妥結しうる交渉可能領域を広

げる効果を持ち、早期交渉締結を可能にする。このことより、反対派の国際競争力を高める

ことが、早期締結を実現させ、推進派の利益をさらに拡大させることを可能とする。 

 林業の現状としては、手入れのされていない広大な造林未済地が存在すること、木材の供

給システムが細分化していることなどが挙げられ、それが根本的な原因となり木材の需給が

過尐となっている。その結果、国内の林業市場のシェアは外国産材に大半を占められてしま

っている。 

 以上を考慮し、本章では「森林再生キャピタル」を提言する。このシステムは先行研究同

様、推進派から反対派へ資金提供を行うものであり、また林業の国際競争力を高めるための

具体的機能が備わっている。 

 本章の構成は、第 1 節で森林再生キャピタルの概要、第 2 節で森林再生キャピタルの機

能、第 3 節で森林再生キャピタル設立の効果を述べる。 

 

第1節  森林再生キャピタルの創設 
本節においては１-１で森林再生キャピタルの全体像を記し、1－2 では出資者へのインセ

ンティブについて記す。 

 

1－1 森林再生キャピタルのシステム 
森林再生キャピタルとは林業の国際競争力向上を目的に設立される組織である。出資者は

主に EPA で利益を得る鉱工業界であり、信託銀行が設立する公益信託にお金を集めその集

めたお金全てを使って「森林再生キャピタル」を設立する。（詳細な説明は付録 2 に記載）

森林再生キャピタルは後述するように森林再生のための施策を行い、国際競争力を向上させ

るために寄与する。EPA 締結反対派である林業界（合板産業）は国際競争力をもつことに

より EPA に対する反対の声が弱まり、EPA 締結の促進が可能となる。結果として出資者で

ある鉱工業界に利益が還元される。以下、システムの全体図である。 
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図３.１ 森林再生キャピタルの全体図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

筆者作成 

 

 
1－2 森林再生キャピタルの資金 

 森林再生キャピタルの出資インセンティブに関して大きく 3 つある。 

① EPA/FTA 締結し、関税が下がることによる利益 

② 出資したことによる企業の CSR 価値向上（環境報告書） 

③ 法人税の減税 

まず①から説明する。森林再生キャピタルは EPA の利益からの課徴金によって収入を得

る。本稿においては第４章において日・マレーシア EPA の利益額から具体的に収入を算出

した。自動車業界が EPA で得る利益の 5%を出資したとすると森林再生キャピタルの収入

は約 268 億円である。（詳細な計算は付録 3 で記載）各々に後述するが、各政策にかかる総

費用は約 165 億 4 千万円であるため、自動車業界の利益だけで 100%の資金を集めることが

できる。 

次に②について説明する。現在多くの企業で環境報告書が発行されている。環境報告書と

は、企業等の事業者が、経営責任者の緒言、環境保全に関する方針・目標・計画、環境マネ

ジメントに関する状況（環境マネジメントシステム、法規制遵守、環境保全技術開発等）、

環境負荷の低減に向けた取組の状況（CO2 排出量の削減、廃棄物の排出抑制等）等につい

て取りまとめ、一般に公表するものである。環境報告書を作成・公表することにより、利害

関係者による環境コミュニケーションが促進され、事業者の環境保全に向けた取組の自主的

改善とともに、社会からの信頼を勝ち得ていくことに大いに役立つと考えられる。また、事

森林再生キャピタル 

 
EPA推進派 

（鉱工業界） 

 

 

EPA の利益の一部を出資金 森林再生のための施策 

 
EPA反対派 

（林業界） 

 

 

EPA 締結/促進 

 

反対圧力低下 

 

EPA 締結による利益と CSR 価値向上 
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業者は環境に関する情報を公開していく社会的責務があるとの考え方も広まりつつある。

2000 年の農業センサスによると、わが国の会社有林は私有林面積の１割を占める 155 万

ha あり、10 万 ha 以上の山林を保有する会社について、主業別に構成比をみてみると、9

割が製紙会社や製造業をはじめとする、林業を主業としない会社である。ここからも、森林

管理を経営資源としてもつのではなく、CSR 活動としてとらえている会社が多いことがわ

かる。また、付録 4 の社有林に対するアンケート２１によると、一般市民や投資家も企業が

森林管理を行うことを評価しているといえることができる。故に、森林再生キャピタルに出

資し環境報告書に記載することは、CSR 価値の向上につながるといえることができ、イン

センティブになり得ると言える。 

最後に③について説明する。付録 2 にあるように森林再生キャピタルは出資企業との間

に公益信託を挟む構造である。付録 2 に公益信託を挟む理由にも記載している通り、（特別）

公益信託に出資することは節税対策にもなる。（詳細は付録 2 に記載）法人税が高いと言わ

れる日本において、節税対策をしながら CSR 価値に寄与できるということは大きなインセ

ンティブになる。 

 

 

第 2 節 森林再生キャピタルの概要 
 森林再生キャピタルの機能は主に 3 つである。①流通コンサルタント②造林未済地の管理③

低金利住宅ローンの創設である。以下詳細に説明する。 

 

2－1 流通コンサルタント 
流通コンサルタントとは、森林組合と流通・加工組織に相互連携をはかり、流通組織

の簡素化を提案するものである。この機能の目的は第１章で記した「木材流通経路の細

分化」という問題点を解決することである。 

 現在、林野庁は生産システムモデルという政策を平成 18 年度から導入し、生産、加

工の流通を簡素しようとしている（付録 1 参照）。しかし、私達が林業の現状把握のた

めに訪問、ヒアリング調査を実地した生産組織や加工・流通組織においては流通組織の

細分化を問題点としており、国の政策が十分に浸透していないことを実感した。以下、

生産組織、加工・流通組織の声である。 

○生産組織（北はりま森林組合２２） 

「流通組織が細分化しているせいで、流通における中間マージンが高くなり、森林所

有者に還元される利益が尐なくなり、供給すればすれ程コストが増え、結果的に供給量

が減ってしまう」 

 

○加工・流通組織（林ベニヤ産業２３） 

「外材の価格が上がっている２４現状で国産材を使いたいが流通組織が複雑すぎて、国

産材を集めるのにコストがかかってしまい、安定的に確保するのが難しい」 

 

では、なぜ林野庁が行っている生産システムモデルが十分に浸透しないのだろうか？

我々は以下の３点に問題があると考えた。 

① 自主的に応募しなければならないという点 

                                                     
２１ 木村友哉「社有林の CSR 的価値定量化に関する研究」 
２２ 2008 年 9 月 29 日 訪問 
２３ 2008 年 6 月 13 日 訪問 
２４南洋材（東南アジア）での違法伐採の問題やロシアが 2009 年 1 月から 80%の輸出税をかけることによ

り、外材の価格が上がりつつある。 
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② 審査基準が厳しいという点 

③ 大規模な流通改革であるという点 

 

高知県の森林組合における実態調査２５にもあるように、森林組合は総合型組合と整

備型組合２６にわかれており、総合型は企業的な発想ができるが整備型は企業的な発想

をする余裕がない。しかも、整備型の方が多数派である。（高知県の場合、32 組合中

25 組合） 

 よって生産システムモデルのような国家大規模なプロジェクトのみでは、改革意識は

あっても実行に移す余裕がないと考えられる。そこで我々が提案する流通簡素化への改

革は２つの点で林野庁の生産システムモデルと異なる。 

① 応募方式ではなく森林再生キャピタルからの提案方式にする 

② 審査基準などは設けず全森林組合や流通組織を対象に提案する 

 

私達が提案するミクロな流通簡素化と林野庁が行っているマクロな流通簡素化と実

現することにより、余分な流通マージンが削減される。 

 

2－2 造林未済地の管理 
造林未済地の管理とは第１章で記した「広大な造林未済地」という問題点を解決するために造

林未済地の管理を民間企業や森林組合と協力しながら所有者のかわりに行うということである。

造林未済地が増えてしまうと、国産材の供給を減尐させるうえに CO２吸収源として期待される

森林機能も低下させてしまう。そこで森林再生キャピタルが包括的な管理権を森林所有者に委託

してもらうことによって、造林未済地を整備しようと考えた。以下管理の仕方と管理にかかる費

用の順に説明する。 

 まず、森林再生キャピタルは管理費用を全額負担するかわりに包括的な管理権（作業道なども

自由に整備できる）を委託してもらうように提案する。森林所有者は管理費用を払ってもらえる

というメリットを享受することにより、包括的な所有権を委託し得ると考えた。付録 5 の森林

所有者へのアンケートからもわかるように、森林を施業できなくなったら委託しようと考えてい

る人が 80%もいることからも、造林未済地の所有者が管理権を譲渡する可能性の高さを示して

いる。 

次に委託された管理権の行使の仕方について説明する。私達は管理の仕方を大きく 3 つ考え

た。 

① 森林再生キャピタルが管理する 

② 森林再生キャピタルが民間企業に対して管理権を委託する。 

③ 森林再生キャピタルが森林組合に対して管理権を委託する。 

以下②と③について説明する。 

②は管理計画書を提出してきた民間企業に対して管理権を委託するというものであ 

る。現在 CSR や排出量取引など民間企業が森林をもつインセンティブは高まってきている。③

は管理計画書を提出した森林組合に対して管理権を委託し管理費用を支払うというものである。

森林組合にとっては仕事が増えるというメリットを被ることができる。②と③のいずれも森林再

生キャピタルの肥大化を防ぐという目的の基に設定した。 

 
 以下で森林管理権の委託に関する費用を算出する。 

                                                     
２５高知県における森林組合実態調査 

 http://www.j-smeca.jp/attach/kenkyu/shibu/h16/youyaku/kouchi.pdf （08/11/16 最終アクセス） 
２６収益部門がある：総合型 収益部門がない：整備型 

http://www.j-smeca.jp/attach/kenkyu/shibu/h16/youyaku/kouchi.pdf
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 まず、全国の造林未済地の 30%（4200ha）の管理目標に設定する。１ha あたりの造林費用が

200 万円かかる２７ことを鑑みると森林再生キャピタルが全て管理した時は 84 億円かかる。これ

を 3 年で実現するとなると 1 年間で平均 28 億円の費用がかかる。また、そのうち 20%を民間企

業がしてくれたと仮定すると森林再生キャピタルの負担額は 22 億 4000 万円となる。 

 
2－3 低金利住宅ローンの創設 

 低金利住宅ローンの創設とは、第 4 章で記載されている SGEC 森林認証制度で認証された木

材によって建てられた住宅に低金利でローンを組むように銀行に対して要請し、金利を下げたこ

とによって銀行が被った損失を森林再生キャピタルが補填するというものである。この機能の目

的は第１章で示した「生産コストが高い」と「価格が高い」を解決することである。まず、現在

の SGEC 森林認証制度の問題点を指摘する。それは SGEC 森林認証制度の理念と消費者（木材

住宅購入者）心理のギャップである。以下、認証品と木材住宅に関するアンケートを使い、問題

点を指摘していく。付録 7 は消費者がどのような時に認証品を購買するかは示したものである。

やはり認証品であったとしても消費者（住宅購入者）は価格を他の木材と同程度もしくはより安

い値段をつけないと購入してくれない。よって、SGEC 森林認証制度が理念としているように

環境にやさしい木材という理由だけでは木材購入量は増えないのである。しかし、一方で付録 

8 であるように国産材へのこだわりをみせる消費者（木材住宅購入者）も多い。これらの結果よ

り、国産材の価格を下げると国産材の需要が増加するといえる。そこで私達は森林再生キャピタ

ルと銀行が共同で行う「低金利住宅ローン」の創設を提案する。以下、仕組みを述べて付録 9

にて政策費用を算出する。 

まず、森林再生キャピタルが銀行に対して SGEC 認証森林を使った住宅に対して低金利住宅ロ

ーンを創設することを要請する。銀行は金利を下げた住宅ローンを消費者（住宅購入者）に提供

する。しかし、このままだと銀行が金利の下げ幅分だけ損失を被るので、その損失分（住宅価格

＊金利の下げ幅）を森林再生キャピタルが補填する。金利を下げることが消費者（住宅購入者）

が国産材を使って家を建てることのインセンティブになることは付録 9 のアンケートにおいて

も証明されている。また、政策にかかる費用は付録 9 の算出より１年間で約 143 億円である。 

 

 

第 3 節 森林再生キャピタル設立の効果 
 森林再生キャピタルの施策の効果としては大きく 2 つある。1 つ目が供給量の増加でもう 1

つが生産量の増加である。以下でその 2 つの効果を理由に触れながら記していく。 

 

3－１ 需要量の増加 
 需要量の増加要因は価格の低下である。 

１）国産材の価格の低下 

 価格の低下を実現する政策は「低金利住宅ローン」と「流通コンサルタント」です。まず低金

利住宅ローンを創設することによって、今まで外材を好んでいた消費者（住宅購入者）に対して、

国産材（SGEC 認証森林）の価格を下げるのと同様の効果を与えることができ、国産材住宅の

需要の増加が見込まれる。同様に住宅ローンの金利を 0.1%下げることによって普及を試みたウ

ッドマイレージ CO2認証制度においては 2 年間で認証木材住宅の需要が約 3.7 倍のびを記録した

ことからも効果の妥当性がわかる（付録 10 参照）。 

                                                     
２７森林組合の経営意識と組合経営の課題と展望  

http://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n0807re3.pdf （08/11/16 最終アクセス） 

http://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n0807re3.pdf
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次に、流通コンサルタントは流通の簡素化を実現するすことにより、今までよりも中間マージ

ンが下がり価格が低下すると考えられる。兵庫木材センターのシミュレーションによると流通組

織を簡素化することにより製品価格が 11000 円下がる。（付録 12 参照） 

 

3－２ 供給量の増加  
 供給量が増加する要因は主に 3 つである。                                     

1）生産コスト低下 

2）流通コストの低下 

3）新規供給システムの確立 

以下順に説明する。 

１） 生産コストの低下 

 生産コストの低下を実現する政策は「低金利住宅ローンの創設」である。低金利住宅ローンを

創設することにより、SGEC の普及が進むと SGEC 認証制度によって認証されたい森林が増加

することが予想される。認証されるには評価基準（第 4 章参照）を満たす必要があるので、必

然的に森林の集約化への意識が高まり、大規模かつ効率的な林業が可能となるために生産コスト

が低下する。生産コストが低下すると森林所有者に還元される利益額が増加するために、森林所

有者の木材供給インセンティブが増加するので供給量が増加する。 

２）流通コストの低下 

 流通コストの低下を実現する政策は「流通コンサルタント」である。流通コンサルタント

が流通組織を簡素し、流通マージンが減ることにより流通コストが低下する。１）と同様に

森林所有者は供給インセンティブが増加するために木材供給量は増加する。付録 12 に兵庫

木材センターのシミュレーションによる流通組織簡素化の効果を記載する。 

３）新規供給システムを確立 

新規供給システムの確立を実現する政策は「造林未済地の管理」である。造林未済地 

は放っておくと、供給できなくなるが、森林再生キャピタル、民間企業と森林組合が協力し

て管理に取り組むことにより新たな原木を供給することが可能となり供給量を増やすこと

ができる。1ha あたりの平均伐採量が 1.3m3２８ とすると 4200ha の造林未済地を整備する

ことで、5460m3もの伐採量を増やすことができる。 

 

以上供給量と需要量の増加より林業の国際競争力がつくことによって、林業界の合板に対する

関税撤廃の動きが弱まる。 

 

 

第 4 節 artisoc によるシミュレーション分析 
第 2 章で 2 レベルゲーム分析を使って説明した EPA 交渉のモデルを artisoc によって、

私達が提言した政策の効果についてシミュレーション分析をする。 

 

4－1 artisoc とは 

 artisoc（アーティソック）は、人間同士の相互作用をコンピュータ上で再現でき、ダイ

ナミックに変化する社会現象を分析し、更に実務システムとも連携できる複雑系シミュレー

タである２９。このソフトで EPA 交渉をシミュレーションし、実際に供給側の改革と需要側

                                                     
２８ 梶山恵司（2004）「21 世紀日本の森林林業をどう再構築するか」 
２９構造計画研究所 http://www.kke.co.jp/product/catalogue/111_index_msg.html （11/14/2008 最終ア

クセス） 

 

http://www.kke.co.jp/product/catalogue/111_index_msg.html
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の改革が行われた際の EPA 締結成立確率を示す。 

 

4－2 プログラミングの設定 
はじめに、日本国内の構成員３０の効用関数を以下のように設定する。 

 

Uk(t,t*)=sckCS+sk(nπi+SP)+smkmπj+t(m+1)xj ; sck,sk,smk≧0, k=I,O 

日本の国内構成員の政治的支持率関数Uk(k=O,I)は消費者余剰（CS）、国内企業利潤３１（nπ

＋SP、mπj）及び関税収入（t(m+1)xj）から構成される。消費者余剰や企業利潤を増大させ

るような貿易自由化は国内構成員の政治的支持率を向上させる。Sckは日本の消費者余剰,sk

は日本の国内企業の利潤、smkは日本の在外企業の利潤のそれぞれのウェイトを表す。 

国内の交渉代表者（G）、外国の交渉代表者の（MG）も同様に以下のように設定する。国

内の交渉代表者に関しては国内構成員の交渉力（γ）によって、政治的支持率関数が変わる。 

 

UG(t,t*)=γUI(t, t*)+(1-γ)UO(t,t*) 

UF(t,t*)=scFCSF+sFπFz+smFmπj+t*nyFi ;  scF,sF,smF≧0 

 

私達の政策提言では林業の需要面と供給面の両面から改革を行った。低金利ローンの創設

によって消費者の国産材に対する需要が高まり、木材流通システムの簡素化と森林未済地の管

理によって生産量の増加につながった。 

以下供給面と需要面における効果が EPA 交渉に与える影響を見ていく。 

１）供給面 

森林再生キャピタルの設立によって木材の供給量が増加する。それは森林再生キャピタル

が生産力向上の機能を持ち合わせているからである３２。森林再生キャピタルは、EPA 締結

によって利益が得られる企業からの出資金によって成り立っている。出資金は自動車業界が

EPA によって得られる利益のうち 5％と設定した。 

林業界の利潤は(nπ＋SP)３３である。SP（サイドペイメント３４）は、 

 

SP=τ（m+1）xj  τ≧0 ３５ 

 

と設定されている。つまり τ は SP の増加関数であるので、τ が 0 から 0.05（森林再生キャ

ピタルへの出資額が利益率の 0％から 5％）まで上がることで、SP が増加するとする。SP

の増加が生産面での改革を通して林業界の利潤が高まり、彼らの EPA 交渉に対しての反対

勢力が弱まる。その結果、第 2 章の 2 レベルゲーム分析で説明したように、EPA 交渉が円

滑に進む。 

 

２）需要面 

森林再生キャピタルは需要の増加にも影響を与える３６。日本の消費者が国産の合板を使

う際の消費者余剰 CS は、CS=(1/2)bX2となる。b はパラメーターで、X は日本国内での総

供給量となる。国内の総供給量 X＝nyi+mxj+z と設定する。ここで、yiは国内企業の自国市

                                                     
３０ 経済産業省（O）と農林水産省（I） 
３１ 農林水産省（I）の場合は林業界の利潤とする。 
３２ 流通の簡素化・集約化の実現によるコストの低下。 
３３ n は国内林業関連企業の数である。 
３４ サイドペイメントとは、各アクターが他のアクターの政策選考を変化させるために補助金 や経済援助

を与えるものである。 
３５τ は輸入 1 単位当たりの補助金、m は在外企業の数である。 
３６ 低金利住宅ローンの創設。 
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場への供給量、xjは在外企業の自国市場への供給量、z は外国企業の自国市場への供給量で

ある。 

ここでは価格の低下が消費者余剰の増加につながると仮定した。シミュレーションではパ

ラメーターb の値を上げることによって消費者余剰 CS を増加させた。消費者は低金利住宅

ローンが存在すれば、低金利ローンで借りられる住宅を趣向することはアンケート（付録 8）

によって証明されている。シミュレーションでは、森林再生キャピタルが設立された後、消

費者余剰が上がることで、消費者側から EPA 交渉が推進されることも実証する。 

 

4－3 シミュレーションの結果 
シミュレーションの流れは以下の通りである（図3-2 参照。） 

① 自国交渉代表者が関税率の組み合わせ(以下、パッケージとする)を提案する(提案) 

② 農水省、相手国政府ともにパッケージに批准した場合、交渉成立となる。(成立) 

③ 農水省、相手国政府いずれかが拒否した場合は自国交渉代表者が新たなパッケージを選

択し提案する。(再提案) 

④ 成立したパッケージがGATT(GATT第24条)と整合的ならばEPA 締結とみなす(締結) 

⑤ 成立したパッケージが GATT と非整合的ならば締結とはならない(失敗) 

 

図 3.2 シミュレーションのフローチャート 

 

 

 
石黒馨研究室（2007）を参考に筆者作成 

 

 上記の手順でシミュレーションを行い、4－2で表した数式、その他多数のパラメーター３７

でプログラミングした結果、以下のような結果が得られた。セル内の数値は100回の交渉中

「成立」に至った交渉数と平均である。有益な結果が得られるため各条件50回施行した。３８ 

                                                     
３７ 第 5 章付録 13 に記されている。 
３８ 第 5 章付録 13 に表を挙げている。 
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1）政策提言前 

まず出資金がなく（τ=0）、需要量も現状の状態（b=0.6）の場合ではGATT第24条のも

と、EPA交渉が円滑に進むとは言い難い。 

図3.3は50回施行したシミュレーションの結果のうちの1回の結果である。縦軸に関税率、

横軸に交渉回数をとり、100回交渉したうち何回締結されるかがわかる。EPA締結条件とし

て、GATT24条制約線（t+t*=0.225）よりも両国の関税率が低く設定されていなければなら

ない（t+t*<0.225）。図中の赤い線がGATT24条の制約線とすると、それより下にある点が

EPA締結となっている。シミュレーションの結果、EPA締結可能性は平均17.22％であった。 

 

図3.3  

 
artisocシミュレーション結果より筆者作成 

 

2)森林再生キャピタルへの出資（τ=0.05,b=0.6） 

自動車業界等のEPAによる利益の5％を森林再生キャピタルのへ出資金として充てると、

森林再生キャピタルによって生産面での改革が行われ、EPAが円滑化される。 

これも同様にシミュレーションを行った結果、平均で41.4％の確率でEPA交渉がうまく

いく。 

 

 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008 

 28 

図3.4 

 
artisocシミュレーション結果より筆者作成 

 

3）需要量の増加(τ=0.05,b=0.9) 

次に、出資金が導入されることで、低金利住宅ローンが普及し、SGEC認証の国産材の需

要量が増えたことの効果を実証する。いくら供給側の改革が行われても、需要が上がらなけ

ればその効果は薄いことが以下の結果からわかる。供給量と共に需要量も増加すると、シミ

ュレーションの結果より、EPA交渉成立の確率は平均76.28％と、かなり高い確率で成立さ

れることがわかる。図から見られるように、ほとんどGATT24条制約線よりも下で交渉が成

立されている。 

 

 

森林再生キャピタルへの出資後 
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図3.5 

 
artisocシミュレーション結果より筆者作成 

 

つまり、私達の政策提言によって林業の国際競争力が上がり、EPA交渉が円滑化されたこ

とが実証された。 

需要量の増加後 
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図3.6（筆者作成） 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008 

 31 

第4章 付録 

本章は、第 3 章までにおける数値化や各システムの具体的な説明などの補足資料の章である。 

 

付録 1 林業における新生産システム 
 第1章第2節でも述べたように、現在の日本国内の林業を巡る環境は、森林の所有形態が

零細で非集約的であり、また木材供給システムも複雑で多段階になっている。このため、市

場競争力のある価格で安定的な供給を行うことが難しくなっている。こうした状況に対処す

るために、林野庁では、林業不振から森林所有者の施業意欲が低下している中で、森林整備

の一層の推進を図るためには、成熟期を迎えた人工林資源を活用し、生産・流通・加工のコ

ストダウンと需要の確保によって林家等の収益向上を実現し、間伐再造林等の森林施業を促

進することが重要である、との認識の下で、全国各地に「新生産システムモデル地域」を選

定している。この事業の目的は、 

① 川上から川下までの合意形成を促進する 

② 森林施業や経営の集約化、協定取引の推進、生産・流通・加工のコストダウンを図る 

③ ハウスメーカー等のニーズに応じた木材の安定供給を図る 

ことを通して森林所有者の収益向上、森林整備の推進を図っていくことしている。現在 11３９

の地域がモデル地域として選定されている。特に私たちが注目したいのは、実施されている

種々の事業の中で、「木材安定供給圏域システムモデル事業」である。新生産システム実施

地域及び実施事業体を対象として、経営コンサルタントが安定供給体制の確立等を通じた林

業収益性の改善等に係る調査・分析・計画作成、加工業者等の経営診断、各種取組の進行管

理、供給上の様々な問題の解決等を実施している。 

 

付録２ 森林再生キャピタルの詳細 
公益信託は日本経済連合が銀行に創設の要請をし、経済産業省や外務省が許可することによって

設立される。森林再生キャピタルの構成員は林業界の関係者を会員方式で集め、現場の声として

森林組合にも協力を要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
３９ 秋田、奥久慈八溝、岐阜広域、中日本圏域、岡山、高知中央・東部地域、四国地域、熊本、大分、宮崎、鹿児島圏

域 
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図 4.1 森林再生キャピタルの全体図 

筆者作成 

公益信託を挟む理由は大きく 2 点ある。 

① 資金を流すことが仕事である信託銀行を挟んだ方が資金のやり取りがスムーズになるため。 

② ”公益”信託に対しての寄付額は損金参入され、節税対策となり出資インセンティブを与える

ため。 

まず①については金融機関の方が資金を集めたり、流したりするノウハウがあり森林再生キャ

ピタルが仲介したほうが森林再生キャピタルによって直接資金を集めるよりも取引コストやリ

スクが軽減すると考えた。よって直接、森林再生キャピタルに資金を流すのではなく、公益信託

を間に挟むこととした。 

 次に②については、法人税法第 37 条第 5 項によるものである。法人税法によると、法人が認

定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は、特定公益増進法人に対する寄付金と同

じ扱いを受けることができ、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、一般寄付金の損金算入限

度額と同額まで損金算入が認められるとある。すなわち、税法上は費用として算入するために課

税額が減尐し節税対策になり、一方で会計処理では費用として算入としないので、財務諸表には

影響しない。よって節税対策として寄付行為を行えるので“公益”信託とする効果（出資インセ

ンティブの向上）は大きいと考えたので、“公益”信託として各省庁に認可されるメリットはあ

る。 

 

付録３ 森林再生キャピタルの収入額～日・マ

レーシア EPA～ 
 

本稿では自動車価格に応じて何台でも自動車を輸出できるという前提をおき、日本とマレ

ーシアとの間で自動車の関税撤廃が実現すれば、自動車業界がどの程度利益を得るかを算出

し、森林再生キャピタル収入額を検討する。 
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前提条件 

① 自動車供給、需要関数 

自動車の供給関数、需要関数を両対数線形型の供給、需要関数を仮定する。 

② 日本・マレーシア以外との自動車貿易 

本モデルでは日本・マレーシア以外の自動車貿易は考慮せず、日本・マレーシアの自 

動車需要量の合計が供給量の合計量と一致すると仮定する。 

表 4-1 

データ項目、記号（数値） 数値 出所、観測年または計測期間 

基準年の自動車生産量、S0j (万台) 

      日本 

     マレーシア 

 

1080.0 

551.0 

 

日本自動車工業会、2005 年 

The Economic Intelligence Unit、2005 

基準年の自動車販売量 D0j(万台） 

            日本 

     マレーシア 

 

585.2 

563.4 

 

日本自動車工業会 2005 年 

The Economic Intelligence Unit、2005 

 基準年の自動車価格 Poj (万円/台) 

      日本 

     マレーシア 

 

271.8 

454.3 

 

日本自動車工業会 2005 年 

The Economic Intelligence Unit、2005 

供給の長期価格弾力性  

      日本 

     マレーシア 

 

1.217 

0.7 

 

筆者作成 

筆者作成 

需要の長期価格弾力性 

      日本 

     マレーシア 

 

-0.507 

-3.35 

 

筆者作成 

筆者作成 

                                                               筆者作成 

 

以上の結果と日本産プレミアム４０を 1.5 と設定すると、 

 

日本の自動車供給関数=10800000(Pj/2711008)1.217ー① 

日本の自動車需要関数＝5852067(Pj/2711008)－0.507―② 

マレーシアの自動車供給関数＝563408(Pm/4542630)-0.7 ―③ 

マレーシアの自動車需要関数＝551042(Pm/4542630)-3.35―④ 

日本の輸出―輸入＝4947933―⑥ 

マレーシアの輸出―輸入＝12366―⑦ 

 

両国の供給量の合計と需要量の合計は一致するから、 

① +③-⑥＝②＋④＋⑦ 

より 

Pｍ＝Pj＝2383455467 

これを①と②に代入すると 

② =12273291 

② =5548461 

関税撤廃後の日本自動車界の輸出量＝②―①＝1776897 

 

また、自動車業界の売り上げ＝2341744＊1776897 

                           =5,348,937,194,000 

                                                     
４０ マレーシア国産自動車に比べて日本産自動車が評価されている高さを数値化したもの 
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自動車業界の利益率が 10%だとすると４１、自動車業界の利益は 534,893,719,400 円 

森林再生キャピタルへ 5%を出資したとすると収益は約 268 憶円。 

 

 

付録４ 森林と企業の CSR に関するアンケー

ト 
 

 

図 4-2 CSR として森林管理         

 

33

53

12
2

必要である

やや必要である

あまり必要でない

無意味である

 
出所：木村友哉「社有林の CSR 的価値定量化に関する研究」 

 

図 4-3 投資基準としての CSR 

 

  

21

51

22

6 重要である

やや重要である

あまり重要でない

重要ではない

                                                            
       出所：木村友哉「社有林の CSR 的価値定量化に関する研究」 

 

 

 

                                                     
４１トヨタ自動車 財務ハイライト http://www.toyota.co.jp/jp/ir/financial/high-light.html 
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付録５ 施業できなくなった森林を森林組合委

託する割合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：森林所有者アンケートの概要            

http://www.pref.kochi.jp/~seisaku/kinobun2/hp_1/02zei/pdf/anke-to-gaiyou.pdf  

 

付録６ SGEC 認証制度とは４２ 
SGEC 森林認証制度とは「緑の循環」（管理された森林を供給、消費者もそれを需要する

ことにより森林の健全化を図るシステム）目的に作られた森林や事業体の認証システムであ

る。（図 4.5）現在、727,162.01ha の森林（全国の民有林の約 4％）と 267 の事業体が認証

されている。４３また認証の評価基準は以下の通りである。 

SGEC 認証 評価基準 

①認証対象森林の明示およびその管理方針の確定  

②生物多様性の保全  

③土壌および水資源の保全と維持  

④森林生態系の生産力および健全性の維持  

⑤持続的森林経営のための法的、制度的枠組み  

⑥社会、経済的便益の維持および増進  

⑦モニタリングと情報公開  

 

 次に SGEC 森林認証制度の仕組みについて説明する。SGEC 認証森林に認定されるため

には、森林所有者や森林組合が第三者機関 SGEC によって監査されている審査機関に対し

て、認定の申請をしなくてはならない。また、SGEC に認証された森林の林産物を流通や

加工の段階で扱うためには、SGEC 認証事業体に認定されなければならない。また、消費

者（木材住宅購入者など）にとっても、適切な森林で育てられた国産材ということで安心し

て木材を購入することができる。この認証制度が広まると、適切な森林で育てられた林産物

の需要が増加（国産材の需要増加）それに伴って供給も増加、すなわち SGEC に認証され

る、もしくは認証されたい森林が増えるので、結果として管理された森林が増加するという

結果になり、森林の集約化も進行する。 

                                                     
４２SGEC『緑の認証制度』 http://www.sgec-eco.org/ （11/16 最終アクセス） 
４３ 平成 20 年 10 月時点 

 

80

20

4-4

はい

いいえ

http://www.pref.kochi.jp/~seisaku/kinobun2/hp_1/02zei/pdf/anke-to-gaiyou.pdf
http://www.sgec-eco.org/
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図 4.5  SGEC 認証制度の仕組み 

 

 

 
筆者作成 

 

 

付録７ 認証木材製品に対する消費者の意識 

21

27
16

15

2
1 17

4-6

どちらでも安い方

同価格なら認証製品

価格差5%以内なら認証製

品

価格差10%以内なら認証製

品

価格差20%以内なら認証製

品
 

出所：酒井明日香「森林認証は受け入れられるか－道内の消費者･森林所有者意識から考える－」 

    http://www.hfri.pref.hokkaido.jp/kanko/kiho/pdf/kiho131-4.pdf 

http://www.hfri.pref.hokkaido.jp/kanko/kiho/pdf/kiho131-4.pdf
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付録８ 木材住宅に関する消費者の意識 

 
図 4-7 あなたが住宅を建てるとした場合、どんな木を使いたいと思いますか？ 

                                            

 
 出所：ウッドマイレージ CO2 認証制度 http://www.pref.kyoto.jp/rinmu/14100081.html 

 

図 4-8 どのような特典があれば地元の木で家を建てたいと思いますか？ 

 

 
出所：ウッドマイレージ CO2 認証制度 http://www.pref.kyoto.jp/rinmu/14100081.html 

 

 

付録 9 低金利住宅ローンを行うことによる利

益 
以下で政策費用を算出する。 

まず、この算出に関して以下のような前提を設定する。 

・１年間の住宅販売数＝1,060,741 戸（平成 19 年新設住宅着工数）４４ 

・住宅販売価格＝3820 万円（平成 18 年の新築住宅平均価格）４５ 

・住宅ローン金利＝3.29%(平成 20年 11月１日においての三井住友銀行の固定金利) 

・金利の計算は元金均等方式を使用 

・借入期間は 30年 

・低金利住宅ローンにおける金利の下げ幅は 0.1% 

  （0.1%とは、京都銀行で行われている京都府産木材認証制度４６の要件を満たした住宅

                                                     
４４国土交通省 総合政策局情報管理部 建設調査統計課 

平成２０年１月３１日公表 http://www.mlit.go.jp/toukeijouhou/chojou/kencha07.htm 
４５ 国土交通省住宅局住宅政策課監修『住宅経済データ集』(2007) 
４６京都府内で生産された木材の産地証明に加えて、輸送時に排出される二酸化炭素量（ウッドマイレージ

ＣＯ２）を数値で示すことで、地域の木材を利用することにより地球温暖化防止対策を進める制度 

http://www.pref.kyoto.jp/rinmu/14100081.html
http://www.pref.kyoto.jp/rinmu/14100081.html
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を購入した者に対しての金利優遇率を参考にしている。） 

・新築住宅の中で木材住宅の割合＝47.2%(平成２０年６月時点)４７ 

・木材住宅の中で SGEC認証森林によって建てられた割合＝5%(5年後の目標値) 

 

これらの前提をいた上で三井住友銀行の住宅ローンシュミレーションを行うと以下のよ

うな結果が得られた。 

 

 

表 4.2、三井住友銀行住宅ローンシュミレーション結果（筆者作成） 

１、金利年 3.29%の場合   ２、金利年 3.19%の場合    

借入金

額 
3820万   3820万     

借入期

間 
30年   30年     

金利 年 3.29%   年 3.１9%     

返済方

式 
元金均等   元金均等     

総返済

額 
① 57104030 円 ② 56529474 円   

                          

   

 

 この結果（②―①）より一人当たりにつき森林再生キャピタルが銀行に対して補填しなけ

ればならない金額（銀行が金利を下げることによって受ける損失額）は 574556 円となり、

総補填額は以下のように算出される。 

 

森林再生キャピタルによる総補填額/年＝1 年間の新規住宅購入数＊木材住宅の割合＊

SGEC 認証木材住宅の割合＊一人当たりの補填額 

 

各々の数値を代入すると 

1,060,741＊0.472＊0.05＊574556＝14383140502 

 

よって森林再生キャピタルが低金利住宅ローン創設のためにかかる費用は 14383140502

円である。 

                                                     
４７ 北はりま森林組合のヒアリング資料より 
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付録 10 京都木材認証制度の増加の推移 
 

40

83

150

0
20
40
60
80

100
120
140
160

図4-9 京都木材認証件数

京都木材認証件

数

 
筆者作成 

 

 

付録 １1 合板の国産比率 
 
図 4-10 合板素材入荷量の外材比率 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H１０H１１H１２H１３H１４H１５H１６H１７

外材

国産材

 
出所：兵庫県（県産木材供給センター構想）

http://web.pref.hyogo.jp/af13/af13_000000019.html 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008 

 40 

 

付録１2 兵庫木材センターシミュレーション結
果 

 
表 4-3 ﾄﾞｲﾂ林業・日本林業との比較（例） 

 工程  ドイツ 日本 センター 

木

材 

生

産 

山元価格 3,700 円 0 円 3,900 円 

伐採・運搬 4,300 円 

(工場直送) 

12,000 円 

(市場経費を含

む) 

7,300 円 

(工場直送) 

工場着原木価格 8,000 円 12,000 円 11,200 円 

製

材 

工

場 

原木コスト 

原木／歩留り 

16,000 円 

(8,000 円/0.5) 

24,000 円 

(12,000 円/0.5) 

26,200 円 

(11,200 円/0.43) 

製材・乾燥 10,000 円 23,000 円 12,600 円 

利益 4,000 円 1,000 円 4,200 円 

工場発製品価格 30,000 円 48,000 円 43,000 円 

流通経費 15,000 円 

(船賃＋ 

国内流通) 

8,000 円 2,000 円 

最終製品価格 45,000 円 56,000 円 45,000 円 

出所：兵庫県（県産木材供給センター構想）

http://web.pref.hyogo.jp/af13/af13_000000019.html 

 

 

 

付録 13 artisoc 設定変数とシミュレーション

結果 
 

表4．3（筆者作成） 

1 交渉代表者の提案する 自国関税 tG tG=γtI+(1-γ)tO 

2 交渉代表者が提案する 他国関税 tFp 0≧tFp≧0.05でランダムに選択 

3 国内構成員の効用 

I＝反対派 0=推進派 

Uk(t,tF)=sckCS+sk(nπi+SP)+smkmπj+t(m+1)xj  

sck,sk,smk_0, k=I,O  

4 反対派のウェイト値 sI=0.4 scI=0.2 smI=0.4 

5 推進派のウェイト値 sO=0.5 scO=0.1 smO=0.4 

6 GATT24 条制約線 tG +tFp≦0.025 

7 反対派交渉力 γ γ=0.7111 

8 (1-γ)は推進派交渉力 γ=0.2889 

9 消費者余剰 CS CS=(1/2)bX2 

10 パラメーター b  b=0.6~0.9 

11 両国市場での総供給量 X X=nyi+mxj+z 

12 林業関連企業の自国市場への供給量 

yi(yFi) 

yi=[(a-cy)+(m+1)(cx-cy+t)] /(αb) i=1,…,n 
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13 在外企業の自国(外国)市場への供給量 

xj(xFj) 

xj=z=[ (a-cx-t)-n(cx-cy+t) ]/(αb) j=1,…,m 
 

14 外国企業の自国(外国)市場への供給量 

z(zF) 

xFj=zF=[ (aF-cx)-n (cx-cy+tF) ]/(αbF) i=1,…,m 
 

15 両国の X(XF)財の逆需要関数 p=a-bX,pF=aF-bFXF a=0.5 b=0.8 aF=0.2 aF=0.8 

16 パラメーター a a=0.5 

17 林業関連企業数 n n=10 

18 海外企業数 m m=2 

19 林業関連企業利潤 Πi 

 

πi=(p-cy)[(a-cy)+(m+1)(cx-cy+t)]/(αb) 
+(pF-cy-tF) [ (aF-cy-tF)+(m+1)(cx-cy+tF) ]/(αbF) 

i=1….n 

20 在外企業利潤 Πi 

 

πj=πFz=(p-cx-t) [ (a-cx-t)-n(cx-cy+t) ]/(αb) 
+(pF-cx) [ (aF-cx)-n(cx-cy+tF) ]/(αbF) j=1…..m 

21 サイドペイメント SP SP=τ(m+1)xj  τ≧0 

22 Τ τ=0~0.05 

23 限界費用 cx=0.345 cy=0.405 cz=0.395 

cx,cy,cz は順に在外企業、国内企業、外国企業

の限界費用 

 

表4.4シミュレーション結果 

条件 
1～5

回 

6～10

回 

11～

15回 

16～

20回 

21～

25回 

26～

30回 

31～

35回 

36～

40回 

41～

45回 

46～50

回 

平

均％ 

Ű=0 18 13 17 24 11 18 21 25 18 16   

（出資額なし） 19 15 21 12 19 18 11 20 19 16   

b=0.6 15 23 18 19 20 16 25 13 12 13   

（現状の需要量） 9 16 24 17 18 18 18 16 23 21   

  18 13 20 13 19 16 13 8 25 11 17.22 

Ű=0.1 33 36 39 41 34 44 29 35 40 39   

（出資額 10%） 57 39 61 44 56 36 50 14 42 50   

b=0.6 23 65 44 47 37 38 31 28 34 41   

（現状の需要量） 31 35 36 43 21 47 56 47 45 36   

  41 35 33 66 60 50 40 54 37 50 41.4 

Ű=0.1 63 94 97 83 91 62 75 71 75 76   

（出資額 10%） 86 68 68 72 69 72 65 76 70 76   

b=0.9 81 82 87 77 75 83 83 67 85 89   

（需要量増加） 65 60 86 51 86 83 85 88 78 63   

  79 67 58 95 79 71 66 82 68 86 76.28 

筆者作成 
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